
第
一
部 

イ
エ
ズ
ス
会
史
料
に
お
け
る
中
近
世
移
行
期
権
力 

  

第
一
章 
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
日
本
語
表
記 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

一
五
六
九
年
六
月
一
日
（
永
禄
一
二
年
五
月
一
七
日
）
付
、
都
発
豊
後
の
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
デ
・
フ
ィ

ゲ
イ
レ
ド
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
は
、
そ
の
時
期
の
畿
内
情
勢
を
考
察
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
書
翰
に
は
、
堺
に
避
難
し
て
い
た
宣
教
師
が
、
京
都
復
帰
を
果
た
し
て
織
田
信
長
や
足

利
義
昭
に
謁
見
す
る
ま
で
の
経
過
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
日
乗
と
い
う
一
人
の
仏
僧
に
よ
っ
て
京
都

居
住
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
条
城
普
請
、
日
乗
と
フ
ロ
イ
ス
の
宗
論
、

宣
教
師
宛
信
長
朱
印
状
、
伴
天
連
追
放
の
綸
旨
な
ど
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
有
名
な
信
長
の
人

物
評
も
、
こ
の
書
翰
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
同
書
翰
は
邦
文
史
料
を
補
足
す
る
史
料
と
し
て
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
同
書
翰
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
引
用
さ
れ
て
き
た
宣
教
師
の
書
翰
は
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰

集(
1
)

に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
書
翰
の
写
し
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本

書
翰
集
は
編
集
時
に
原
文
の
一
部
省
略
あ
る
い
は
改
変
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
史
料

価
値
と
い
う
点
で
は
二
次
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る(

2
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
研
究
者
の
間
で
は
今

な
お
こ
の
史
料
集
が
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
研
究
者
の
中
に
は
、
よ
り
史
料
価
値
の
劣
る
フ
ロ
イ
ス
「
日

本
史
」
を
無
批
判
に
扱
っ
て
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い(

3
)

。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
ま
で
日
本
で
宣
教
師
の

書
翰
を
扱
っ
た
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
二
次
史
料
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る(

4
)

。
つ

ま
り
、
原
文
書
や
他
写
本
の
校
合
を
行
っ
た
研
究
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
鑑
み
、
本
章
で
は
本
書
翰
の
史
料
分
析
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。
た
だ
、

本
書
翰
は
フ
ォ
リ
オ
数
（
葉
数
・
丁
数
）
一
三
葉
に
も
お
よ
ぶ
長
文
書
翰
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
重

要
な
内
容
も
多
い
。
本
来
な
ら
ば
、
書
翰
全
文
の
検
証
お
よ
び
訳
文
の
掲
載
が
理
想
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
多
く
の
紙
数
を
必
要
と
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
本
章
の
目
的
は
翻
訳
を
行
う

こ
と
で
は
な
く
、
史
料
分
析
と
諸
写
本
と
の
校
合
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
翰
の
検
証
は
テ
ー
マ
毎
に
行

っ
て
い
く
こ
と
に
し
、
本
章
で
は
日
本
語
表
記
に
注
目
し
た
い(

5
)

。 
   
 
 

一 

リ
ス
ボ
ア
国
立
図
書
館
所
蔵
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
つ
い
て 

  

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
翰
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
機
関
と
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
・
イ
エ
ズ
ス
会
文
書

館
（A

rchivum
 R

om
anum

 Societatis Iesu

）
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ス
書
翰
も
多
く
が
同
館
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
検
証
す
る
一
五
六
九
年
六
月
一
日
付
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
つ
い
て
は
所

蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
松
田
毅
一
氏
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
本
書
翰
は
す
べ
て
写
本
で
、
エ
ヴ
ォ
ラ

版
書
翰(

6
)

と
リ
ス
ボ
ア
国
立
図
書
館
所
蔵
書
翰(

7
)

（
以
下
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
と
す
る
）
し
か
な
い(

8
)

。 



 
こ
の
う
ち
本
章
で
検
証
す
る
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岡
本
良
知
氏
が
紹
介
し
て
お
り(

9
)

、

特
に
新
出
史
料
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
松
田
毅
一
氏
も
「
欄
外
に
日
本
語
の
葡
訳
を
附
記
し

て
あ
る
」
な
ど
、
本
書
翰
の
概
要
を
伝
え
て
い
る(

1
0
)

。
し
か
し
、
松
田
氏
は
本
書
翰
の
詳
細
な
検
証
と
翻
訳

は
行
っ
て
お
ら
ず
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
の
方
を
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る(

1
1
)

。
そ
し
て
、
現
在
に
い
た
っ

て
も
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
全
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
が
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
松
田
氏
も
言
及
し
て
い
る
日
本

語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
（
以
下
、
日
本
語
表
記
と
い
う
言
い
方
を
す
る
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
エ
ヴ

ォ
ラ
版
書
翰
に
も
み
ら
れ
る
が
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
は
そ
の
比
で
は
な
い
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
、
日

本
語
表
記
の
大
半
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
し
て
収
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
よ
り
も
リ
ス

ボ
ア
蔵
書
翰
の
方
が
フ
ロ
イ
ス
の
自
筆
書
翰
の
体
裁
に
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ
ヴ

ォ
ラ
版
書
翰
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
に
な
い
箇
所
も
あ
る
。
こ
れ
は
エ
ヴ
ォ
ラ

版
書
翰
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
省
略
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
脱
落
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
が
、
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
復
元
に
は
両
書
翰
の
校
合
が
必
要
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
本
章
で
は
、
そ
の
う
ち
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
日
本
語
表
記
を
取
り
上
げ
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
と

の
違
い
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。 

   
 
 

二 

日
本
語
表
記
箇
所
の
検
討 

  

リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
を
見
て
い
く
と
、
日
本
語
表
記
の
部
分
に
下
線
が
引
い
て
あ
り(

1
2
)

、
欄
外
に
そ
の
日
本

語
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
松
田
毅
一
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
そ
の
数
は
約
六
十
箇

所
に
及
ぶ
（
表
参
照
）
。
内
容
は
地
名
・
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
か
ら
宗
教
に
関
す
る
語
句
、
日
常
的
な

語
句
な
ど
様
々
で
あ
る
。
な
お
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
よ
る
説
明
文
は
、
フ
ロ
イ
ス
自
身
が
記
し
た
も
の
で

は
な
く
、
写
本
を
作
成
す
る
際
に
記
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
各
項
目
に
分
類
し
て
検
証
す
る
。 

  
 
 

１ 

政
治
関
連
記
事 

 

Ａ 

年
寄
衆T

o
xio

rixu

（表N
o
.1

） 
 

畿
内
布
教
担
当
の
宣
教
師
は
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
に
出
さ
れ
た
伴
天
連
追
放
の
女
房
奉
書
に
よ

っ
て
、
京
都
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
堺
に
逃
れ
て
い
た
フ
ロ
イ
ス
は
、
足
利
義
栄
擁
立
に
尽
力

し
た
篠
原
長
房
を
頼
っ
て
京
都
復
帰
を
試
み
て
い
た
が
、
復
帰
を
果
た
せ
ず
に
い
た
。
そ
こ
へ
織
田
信
長

が
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ロ
イ
ス
は
信
長
か
ら
京
都
復
帰
を
認
め
て
も
ら

お
う
と
し
た
。
本
書
翰
に
は
そ
の
件
に
関
す
る
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 

本
書
翰
に
は
、
フ
ロ
イ
ス
が
堺
で
佐
久
間
信
盛
と
和
田
惟
政
を
訪
問
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
フ
ロ
イ
ス
が
堺
で
信
盛
と
惟
政
を
訪
問
し
た
事
実
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。
松
田
毅
一
氏
に
よ

る
と
、
フ
ロ
イ
ス
が
京
都
に
向
け
て
堺
を
出
発
し
た
日
は
永
禄
一
二
年
三
月
九
日
で
あ
る(

1
3
)

。
従
っ
て
そ
の

直
前
に
訪
問
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
両
人
が
堺
接
収
の
奉
行
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
邦
文
史 

   



                                     

料
か
ら
確
認
で
き
る
。
二
月
一
一
日
、
信
長
家
臣
佐
久
間
信
盛
・
柴
田
勝
家
・
坂
井
政
尚
・
森
可
成
・
蜂

屋
頼
隆
と
、
公
方
衆
和
田
惟
政
・
結
城
進
斎
等
が
奉
行
に
な
っ
て
お
り(

1
4)

、
四
月
一
日
に
は
堺
に
宛
て
て
佐

久
間
信
盛
等
連
署
状
が
出
さ
れ(

1
5
)

、
用
脚
の
催
促
を
し
て
い
る
。
こ
の
間
堺
で
フ
ロ
イ
ス
が
両
人
に
会
っ
た



と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
フ
ロ
イ
ス
の
訪
問
は
事
実
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
。 

 
フ
ロ
イ
ス
の
訪
問
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
訪
問
し
た
時
の
佐
久
間
信
盛
に
関
す

る
記
事
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
１
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

1
6
) 

一
万
五
千
の
兵
を
率
い
て
お
り
、
尾
張
の
国
王
信
長
の
主
た
る
年
寄
衆
［
年
寄
り
（
説
明
部
分
、
以

下
同
様
）
］
で
あ
る
佐
久
間
殿 

Saqum
adono que tras quinze m

il hom
ens com

sigo que he o principal Toxiorixu [V
elho] di

ante de N
obunanga R

ey de V
oary 

 

【
史
料
１
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

1
7
) 

一
万
五
千
の
兵
を
率
い
て
お
り
、
尾
張
の
国
王
信
長
の
政
庁
の
主
た
る
人
物
で
あ
る
佐
久
間
殿 

Sacum
andono, que traz quinze m

il hom
ens consigo, &

 he o principal da corte de N
obunan

ga R
ei de V

oarí  
  

両
書
翰
の
違
い
は
、
佐
久
間
信
盛
が
信
長
家
臣
団
の
中
で
ど
の
よ
う
な
地
位
に
い
る
か
を
説
明
し
た
部

分
で
あ
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
でo principal da corte

「
政
庁
の
主
た
る
人
物
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
はToxiorixu

と
日
本
語
表
記
が
さ
れ
て
い
る
。
読
み
方
は
フ
ロ
イ
ス
の
日
本
語

綴
り(

1
8
)

か
ら
「
ト
シ
オ
リ
シ
ュ
」
と
な
る
。
そ
こ
で
、Toxiorixu

は
「
年
寄
衆
」
と
当
て
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
の
説
明
部
分
がV

elho

「
年
寄
り
、
老
人
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
勘
違
い
で
あ
る(

1
9
)

。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ロ
イ
ス
が
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
、
欄
外
に
見
ら
れ
る
説
明
部
分
は

フ
ロ
イ
ス
以
外
の
人
間
が
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
部
分
の
誤
り
が
示
す
よ
う
に
、
エ
ヴ

ォ
ラ
版
書
翰
で
はToxiorixu

の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

な
お
、
フ
ロ
イ
ス
が
佐
久
間
信
盛
を
「
主
た
る
年
寄
衆
」
と
説
明
し
た
点
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
信
盛
は

柴
田
勝
家
と
な
ら
ぶ
織
田
信
長
の
重
臣
で
あ
る
の
で
、
特
に
問
題
は
な
い(

2
0
)

。 
 

Ｂ 

守
護
代xugu

day

（表N
o
.2

） 
 

佐
久
間
信
盛
の
記
事
の
す
ぐ
後
に
和
田
惟
政
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
箇
所
は
和
田
惟
政

を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。 

 

【
史
料
２
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(
2
1
) 

今
は
こ
の
山
城
国
や
（
摂
）
津
国
の
守
護
代
［
執
政
官
、
あ
る
い
は
副
王
］
で
公
方
様
に
大
変
寵
愛

さ
れ
、
そ
の
た
め
全
て
の
者
か
ら
大
変
敬
わ
れ
、
信
長
か
ら
も
劣
ら
ず
寵
愛
を
受
け
て
い
る
和
田
伊

賀
守
殿 

V
ata inga N

ocam
idono, que he agora xuguday [R

egedor, ou visorey] deste reyno de Iam
ax

iro, &
 qunoquni em

 estrem
o aceito ao C

ubusam
a, &

 por essa causa m
uy venerado de todo

s &
 não m

enos privado de N
obunangua,  

 

【
史
料
２
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

2
2
) 

別
名
和
田
伊
賀
守
殿
と
称
し
、
今
は
こ
の
山
城
国
や
（
摂
）
津
国
の
執
政
官
、
あ
る
い
は
副
王
で
あ



り
、
公
方
様
に
大
変
寵
愛
さ
れ
、
そ
の
た
め
全
て
の
者
か
ら
大
変
敬
わ
れ
、
信
長
か
ら
も
劣
ら
ず
寵

愛
を
受
け
て
い
る
和
田
殿 

V
atandono que por outro nom

e se cham
a V

andaigano C
am

indono, que he agora regedor, o
u V

isorei deste reino de Iam
àxiro, &

 C
unocuni em

 estrem
o aceito ao C

ubòcam
a, &

 por es
sa causa m

ui venerado de todos &
 não m

enos privado de N
obunanga, 

  

ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
は
あ
る
も
の
の
、
表
記
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
に
み
ら
れ
るxuguday

と
い
う
表
記
、
第
二
に
「
和
田
伊
賀
守
」
の
説
明
で
あ
る
。

前
者
は
、リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
はxuguday

と
記
さ
れ
、
欄
外
にregedor, ou visorey

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
はregedor, ou V

isorei

し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
の
表
記
はxuguday

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
のxuguday

で
あ
る
が
、
読
み
は
「
シ
ュ
グ
ダ
イ
」
と
な
る
の
で
、
「
守
護
代
」
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
に
よ
っ
た
た
め
、
「
執
政
官
、
あ
る
い
は
副
王
（regedor, ou

 visorey

）
」
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
脇
田
修
氏
は
、
フ
ロ
イ
ス
が
村
井
貞
勝
に
対
し

て
も
同
様
に
記
し
た
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
司
代
か
京
都
奉
行
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る(
2
3
)

。
し
か
し
、
「
守
護
代
（xuguday

）
」
と
判
明
し
た
以
上
、
所
司
代
や
京
都
奉
行
と
の
関
連
性
は
否

定
さ
れ
る
。 

 

和
田
惟
政
の
説
明
が
「
山
城
と
摂
津
の
守
護
代
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の

記
述
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
脇
田

氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る(

2
4)

。
和
田
惟
政
は
池
田
勝
正
・
伊
丹
忠
親
と
と
も
に
三
守
護
と
さ
れ(

2
5)

、
「
摂
津

国
の
守
護
代
」
と
い
う
表
記
は
頷
け
る
。
一
方
、
山
城
国
守
護
に
つ
い
て
は
邦
文
史
料
で
は
管
見
に
触
れ

な
い
。
山
城
国
守
護
は
元
亀
三
年
五
月
八
日
に
山
岡
景
友
が
足
利
義
昭
か
ら
上
山
城
の
守
護
に
補
任
さ
れ

て
い
る
が(

2
6
)

、
そ
れ
以
前
は
将
軍
直
轄
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
惟
政
が
京
都
で
の
政
務
も

携
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら(

2
7)

、
フ
ロ
イ
ス
は
「
山
城
」
と
い
う
表
記
も
付
け
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
「
和
田
伊
賀
守
」
の
説
明
で
あ
る
。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
がV

ata inga N
ocam

idono

「
ワ
タ
・
イ

ン
ガ
・
ノ
カ
ミ
ド
ノ
（
和
田
伊
賀
守
）
」
と
い
う
表
記
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で

はV
atandono

「
ワ
タ
ン
ド
ノ
（
和
田
殿
）
」
の
別
称
と
し
てV

andaigano C
am

indono

「
ワ
ン
ダ
イ
ガ
ノ
・

カ
ミ
ン
ド
ノ
（
和
田
伊
賀
守
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
の
方
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

が
、
フ
ロ
イ
ス
自
筆
書
翰
が
ど
ち
ら
の
記
述
に
近
か
っ
た
か
は
判
断
で
き
な
い
。 

 

Ｃ 

内
裏D

airi

（表N
o
.1

4

） 
 

下
線
部
と
説
明
部
分
の
あ
る
箇
所
は
一
ヶ
所
し
か
な
い
が
、
「
内
裏
」
と
い
う
表
記
自
体
は
随
所
に
み

ら
れ
る
。
「
内
裏
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
が
畿
内
布
教
を
展
開
す

る
頃
で(

2
8
)

、
以
後
宣
教
師
の
書
翰
に
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
表
記
自
体
は
特
記
す
べ

き
事
項
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
説
明
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
はEm

perador

「
皇
帝
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。Em

perador

と
い
う
語
句
は
ザ
ビ
エ
ル
布
教
期
に
は
使
用
さ
れ
ず
、
日
本
の
権
力
者
に
はrei

「
国

王
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た(

2
9
)

。
こ
のEm

perador

が
使
用
さ
れ
始
め
る
の
も
ヴ
ィ
レ
ラ
の
畿
内
布
教
の
段
階

で
あ
る(

3
0
)

。 
 

Em
perador

が
用
い
ら
れ
る
初
見
は
管
見
の
限
り(

3
1
)

、
一
五
六
四
年
七
月
一
五
日
（
永
禄
七
年
六
月
七
日
）

付
、
都
発
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
で
、
「
公
方
と
称
す
る
皇
帝
（E



m
perador cham

ado C
ubò

）
」
と
い
う
箇
所(

3
2
)

で
あ
る
。
以
降
将
軍
に
対
し
て
はEm

perador

は
よ
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
天
皇
に
対
し
て
は
、
そ
の
初
見
が
一
五
六
五
年
四
月
二
七
日
（
永
禄
八
年
三
月
二

七
日
）
付
、
都
発
イ
ン
ド
の
修
道
士
等
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
の
中
の
「
内
裏
は
全
日
本
で
最
も
名

誉
の
あ
る
君
主
で
、
か
つ
て
は
皇
帝
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
も
う
従
う
者
が
な
い
（D

airí, que he o Sñor
 da m

ais honrra de todo o Iapão, antigam
ente Em

perador, m
as ja agora não obedecido

）
」
と
い

う
部
分
で
あ
る(

3
3
)

。
天
皇
は
「
名
誉
の
君
主
」
で
「
か．
つ．
て．
は
皇
帝
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
で
将
軍
と
異
な

る
が
、
両
者
に
対
し
て
「
皇
帝
」
を
用
い
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。 

 

本
書
翰
で
も
「
内
裏
」
の
説
明
部
分
に
「
皇
帝
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
か．
つ．
て．
の
皇
帝
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
信
長
時
代
に
お
い
て
も
天
皇
を
「
皇
帝
」

と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。 

 

Ｄ 

御
朱
印
（
表N

o
.4

1

） 
 

「
御
朱
印
」
と
い
う
表
記
は
、
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
に
京
都
滞
在
を
許
可
す
る
朱
印
状
を
求
め
る
場
面
で

使
わ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
３
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

3
4
) 

都
に
自
由
に
滞
在
で
き
る
た
め
の
制
札
す
な
わ
ち
許
可
状
で
あ
る
彼
（
信
長
）
の
御
朱
印
［
す
な
わ

ち
、
許
可
状
］ 

o seu goxum
 [i o placet provisão] que he hum

 xeisat ou patente per poder estar livrem
ente

 no M
eaco, 

 

【
史
料
３
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

3
5
) 

都
に
自
由
に
滞
在
で
き
る
た
め
の
許
可
状
で
あ
る
彼
（
信
長
）
の
御
朱
印 

o seu goxuim
, que he hum

a patente pera poder estar livrem
ente no M

iâco 
  

両
書
翰
を
比
較
す
る
と
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
に
の
みxeisat

と
い
う
語
句
が
あ
る
以
外
は
、
綴
り
の
違
い

を
除
い
て
同
文
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
のxeisat

も
下
線
部
と
説
明
部
分
は
な
い
が
、
日
本
語
表
記
で
「
制

札
」
の
こ
と
で
あ
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
こ
のxeisat

の
意
味
が
分
か
ら
ず
省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
「
御
朱
印
」
は
し
ば
し
ば
「
許
可
状
（patente

）
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
が
、
【
史
料
３
ａ
】

か
ら
、
宣
教
師
の
間
で
は
「
制
札
」
（xeisat

）
と
ほ
ぼ
同
じ
理
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

「
御
朱
印
」
の
説
明
部
分
に
はplacet provisão

と
書
か
れ
て
い
る
。placet

は
イ
タ
リ
ア
語
で
「
是
認
・

許
可
」(

3
6
)

、provisão

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
「
命
令
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
御
朱
印
」
は
許
可

を
指
示
し
た
命
令
書
、
す
な
わ
ち
許
可
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
書
翰
に
は
別
の
箇
所
で
も
朱

印
状
の
説
明
を
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
御
朱
印
と
称
す
る
赤
い
印
の
あ
る
許
可
状
、
す
な
わ
ち
私
た
ち

の
言
語
で
信
長
の
命
令
書
（a patente a do sello verm

elho que se cham
a G

oxum
, &

 em
 nossa ling

oa, m
andado de N

obunanga

）(
3
7
)

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
に
与
え
た
朱
印
状
は
、
彼
ら

の
間
で
は
「
赤
い
印
の
あ
る
許
可
状
」
と
い
う
理
解
だ
っ
た(

3
8
)

。 
 

Ｅ 

御
宣
旨
（
表N

o
.4

8, 5
7

） 
 

信
長
と
同
様
足
利
義
昭
も
宣
教
師
の
京
都
滞
在
を
許
可
す
る
制
札
を
与
え
た
。
本
書
翰
に
も
そ
の
記
事



が
み
ら
れ
る
。
義
昭
が
与
え
た
制
札
は
「
御
宣
旨
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書

翰
に
は
二
箇
所
確
認
で
き
る
。
一
箇
所
は
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
と
同
文
、
も
う
一
箇
所
は
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰

に
は
見
ら
れ
な
い
。
最
初
の
箇
所
は
「
公
方
様
の
許
可
状
す
な
わ
ち
御
宣
旨
［
命
令
書
］
（a patente, ou 

guogensi [M
ãdado] do C

ubocam
a

）
」
と
記
さ
れ
て
い
る(

3
9
)

。
御
宣
旨
も
朱
印
状
と
同
様
「
命
令
書
」
と

の
理
解
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
御
宣
旨
［
彼
（
義
昭
）
の
安
全
保
証
、
許
可
状
］
（G

ogensi [sua se
guridade ou patente]

）
」
と
あ
り(

4
0
)

、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
「
安
全
保
証
（seguro

）
」
と
な
っ
て
い

る(
4
1
)

。
御
宣
旨
は
宣
教
師
の
安
全
を
保
証
し
た
命
令
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

不
可
解
な
の
は
、
御
宣
旨
が
将
軍
の
「
許
可
状
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
将
軍
が
宣
旨

を
出
す
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ス
の
誤
認
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
の

該
当
箇
所
を
見
る
と
、
「
御
宣
旨
」
で
は
な
く
「
制
札
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る(

4
2
)

。
フ
ロ
イ
ス
は
書
翰
で
は

義
昭
か
ら
出
さ
れ
た
制
札
を
「
御
宣
旨
」
と
記
し
た
が(

4
3)

、
後
に
誤
り
に
気
付
い
て
「
日
本
史
」
で
は
「
制

札
」
に
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

２ 

宗
教
関
連
記
事 

  

宗
教
関
連
記
事
は
当
然
の
ご
と
く
来
日
当
初
か
ら
み
ら
れ
、
早
い
段
階
か
ら
日
本
語
表
記
も
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
本
書
翰
に
見
ら
れ
る
日
本
語
表
記
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
本
項
で
は
説
明
部
分
に

特
記
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
検
証
す
る
こ
と
に
し
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
と
の
校
合
の
方
を
重
視
す
る
こ
と
に

し
た
い
。 

 

Ｆ 

一
向
宗
（
表N

o
.5

）、
法
華
宗
（表N

o
.1

7
, 2

2

）、
紫
の
禅
宗
（表N

o
.3

9

） 
 

日
本
の
宗
派
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
一
向
宗
（Icoxus

）
」
に
つ
い
て
。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰

で
は
、Icoxus

に
下
線
が
あ
り
、
そ
の
説
明
部
分
が
余
白
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
向
宗
が
「
僧
院
（M

ostei
ro

）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
下
線
を
付
し
た
者
の
誤
り
で
、

正
確
に
は
「
一
向
宗
の
富
田
寺
内
と
い
う
名
の
場
所
（a hum

 lugar por nom
e Tonda ginay dos Icoxu

s

）
」(

4
4
)

の
説
明
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
全
文
に
下
線
を
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
該
当
箇
所
を
エ
ヴ
ォ
ラ
版

書
翰
で
見
る
と
、
「
一
向
宗
の
富
田
寺
内
と
い
う
名
の
場
所
、
そ
れ
は
仏
僧
の
僧
院
で
あ
る
（a hum

 luga
r por nom

e Tõdaginay dos Itcoxos, que he hum
 m

osteiro de B
onzos

）
」
と
記
さ
れ
て
お
り(

4
5
)

、
両

書
翰
が
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。 

 

次
に
、
「
法
華
宗
」
に
つ
い
て
。
法
華
宗
は
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
は
と
も
に
「
釈
迦
の
信
奉
者
」
と
説

明
部
分
に
あ
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
、
表N

o.17

に
該
当
す
る
箇
所
に
は
「
法
華
宗
（Fotqueixo

）
」

と
の
み
記
さ
れ
て
説
明
部
分
が
な
く(

4
6
)

、
表N

o.22

に
該
当
す
る
箇
所
は
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
と
は
表
記
の
仕

方
が
異
な
り
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
日
本
の
全
て
の
宗
派
の
中
で
最
も
傲
慢
で
不
遜
、
放
埒

な
の
は
、
釈
迦
を
崇
拝
し
て
い
る
者
た
ち
で
、
法
華
宗
と
称
す
る
（
宗
派
）
で
す
（Entre todas as seitas

 do Iapão os m
ais arrogantes, soberbos, &

 soltos, são os que venerão a X
aqua, &

 a que cham
ã

o Fotqueixos

）
」(

4
7)

。
傍
線
部
分
が
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
（são os Foquexos [cultores de xaqua]

）(
4
8
)

と

異
な
る
が
、
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

最
後
に
「
紫
の
禅
宗
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
紫
野
大
徳
寺
を
指
す
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
「
禅
宗
」

と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
紫
」
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ス
が
「
紫
の
禅
宗
」

と
記
し
て
い
た
こ
と
は
「
日
本
史
」
か
ら
確
認
で
き
る
。
該
当
箇
所
に
は
「
紫
の
禅
宗
の
僧
院
（m

osteiro



s dos jenxus de M
urasaqui

）
」
と
記
さ
れ
て
お
り(

4
9
)

、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
のm

osteiro dos Jenxus de 
M

urazaqui

と
一
致
す
る
。 

                                     

Ｇ 

神
・仏
（表N

o
.1

6, 5
4

）、
仏
（表N

o
.1

9

） 
 

「
神
」
「
仏
」
の
記
述
は
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
に
は
説
明
部
分
は
な
い
が
両
書
翰
と
も
同
文
で
あ
る(

5
0
)

。

た
だ
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
表N

o.19

とN
o.54

は
「
偶
像
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
神
仏
の
こ
と
が
「
偶
像
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
宣
教
師
の
史
料
に
は
よ
く
あ
る
こ
と

で
、
特
に
違
和
感
は
な
い
。
一
方
、
表N

o.16

は
「
教
典
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
神
仏
を
「
偶
像
」
「
教

典
」
と
説
明
を
変
え
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
表N

o.16

は
信
長
が
神
仏
を
軽
蔑
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
箇
所
に
出
て
く
る
の
で
、
「
神
」
「
仏
」
を
偶
像
と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
表N

o.16

の
よ
う
に
説

明
し
た
こ
と
は
的
を
射
て
い
る
。
ま
た
、
表N

o.19

は
二
条
城
普
請
に
石
仏
を
石
垣
と
し
て
利
用
し
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
仏
」
は
石
仏
の
こ
と
で
あ
り
、
「
偶
像
」
と
訳
し
た
の
も
頷
け
る
。

こ
の
事
例
は
宣
教
師
が
神
仏
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
か
を
検
討
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。 

 

Ｈ 

奈
良
の
大
仏
（表N

o
.3

0

） 
 

奈
良
の
大
仏
に
関
す
る
記
述
は
、
信
長
が
フ
ロ
イ
ス
を
捕
ま
え
て
東
大
寺
の
再
建
を
強
要
す
る
と
い
う

噂
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
場
面
と
、
日
乗
の
職
掌
に
つ
い
て
述
べ
た
場
面
に
登
場
す
る
。
リ
ス

ボ
ア
蔵
書
翰
に
下
線
部
お
よ
び
説
明
部
分
が
あ
る
の
は
前
者
で
あ
る
。 

 

表N
o.30

を
見
る
と
、
奈
良
の
大
仏
の
説
明
が
「
寺
院
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
。
し

か
し
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
も
ほ
ぼ
同
文
で
、
「
一
寺
院
で
あ
る
奈
良
の
大
仏
（o grande B

út de N
âra 

que he hum
 tem

plo

）
」
と
あ
り(

5
1
)

、
奈
良
の
大
仏
は
寺
院
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

後
者
の
日
乗
の
職
掌
に
関
す
る
記
事
の
と
こ
ろ
で
は
、
日
乗
が
東
大
寺
再
建
の
奉
行
と
な
っ
て
い
る
と

記
さ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
「
奈
良
の
大
仏
の
大
寺
院
（o grande tem

plo de D
aybút de 

N
ára

）
と
な
っ
て
お
り(

5
2
)

、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
も
同
文
で
あ
る(

5
3
)

。
こ
こ
で
も
奈
良
の
大
仏
を
寺
院
と
し
て

記
述
し
て
い
る
。 

 

Ｉ 

本
分
（表N

o
.55

） 
 

「
本
分
（Fom

bum

）
」
と
い
う
語
句
は
、
フ
ロ
イ
ス
と
日
乗
の
宗
論
の
中
で
登
場
す
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版

書
翰
に
は
説
明
部
分
が
な
い
が(

5
4
)

、
そ
れ
以
外
は
両
書
翰
と
も
同
文
で
あ
る
。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部

分
で
は
「
本
分
」
を
「
無
の
も
の
（cousa que não he

）
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「
本
分
」
の
意
味
は
、

『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
①
本
来
の
分
際
の
意
。
も
と
か
ら
の
。
真
実
の
。
本
来
の
も
ち
ま

え
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
仏
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
人
間
の
本
来
の
す
が
た
。
迷
い
や
さ
と
り
に
か
か
わ

ら
ぬ
絶
対
的
境
位
。
②
本
来
の
心
。
心
の
本
性
」
と
あ
り(

5
5
)

、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
本
源
（prim

eiro pr
incipio

）
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
「
無
の
も
の
」
と
い
う
説
明
が
、
「
本
分
」
の
一
般

の
意
味
と
解
釈
上
ど
の
程
度
の
距
離
が
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
フ
ロ
イ
ス
「
日

本
史
」
に
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部
分
と
同
様
の
理
解
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
み
ら
れ

る
。
そ
こ
に
は
「
禅
宗
が
本
分
と
称
し
て
い
る
生
命
も
死
も
な
い
一
つ
の
混
沌
状
態
（hum

 chaos que nã
o tem

 vida nem
 m

orte, a quem
 os jenxus cham

ão fom
bun

）
」
と
あ
る(

5
6
)

。
「
本
分
」
に
は
「
生．
命．

も．
死．
も．
な．
い．
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
「
無
」
と
い
う
説
明
も
同
様
の
理
解
が
さ
れ
て



い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
と
は
「
本
分
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
宣
教
師
が
ど
れ
程
理
解
し
て
い
た
の

か
と
い
う
点
に
な
る
と
思
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
考
を
待
ち
た
い
。 

  
 
 

３ 
人
名
・
地
名 

 

Ｊ 

人
名 

 

本
書
翰
に
登
場
す
る
人
物
は
、
多
少
の
綴
り
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
書
翰
と
も
日
本
語
表
記
が
さ

れ
て
い
る(

5
7
)

。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部
分
に
は
「
本
人
の
名
前
（nom

e proprio

）
」
と
あ
る
が
、
表

N
o.6

「
池
田
」
の
一
例
だ
け
「
通
り
名
（A

lcunha

）
」
と
な
っ
て
い
る
。
表N

o.51

の
「
毛
利
」
の
説
明
が

「
本
人
の
名
前
」
で
あ
る
の
で
、
「
池
田
」
も
同
様
に
説
明
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
該

当
箇
所
を
見
て
い
く
と
、
「Iquenda Tangandono

（
池
田
・
丹
後
殿
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版

書
翰
で
は
「Tangandono

（
丹
後
殿
）
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
た
め(

5
8
)

、
本
来
下
線
部
はTangandon

o

に
付
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
一
例
だ
け
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
事
例
Ｆ
表N

o.
5

で
も
下
線
部
の
位
置
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
同
様
の
誤
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。 

 

他
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
会
し
た
日
本
人
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
表N

o.59

）
、
「
信
者
の
コ
ス
メ

（C
osm

e de X
inja

）
」
と
書
か
れ
て
い
る(

5
9
)

。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
こ
の
箇
所
は
た
だ
「
コ
ス
メ
（C

osm
e

）
」
と
し
か
な
い
。
こ
の
コ
ス
メ
は
高
井
コ
ス
メ
の
こ
と
で
、
一
五
六
八
年
に
同
宿
と
な
り
、
一
五

七
三
年
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
に
よ
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た(

6
0)

日
本
人
イ
エ
ズ
ス
会
修

道
士
で
あ
る(

6
1)

。 
 

Ｋ 

地
名 

 

地
名
に
つ
い
て
も
人
名
同
様
両
書
翰
と
も
綴
り
の
違
い
以
外
は
同
文
で
あ
る
が
、
表N

o.18
「
五
畿
内
」

だ
け
両
書
翰
で
表
記
が
異
な
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
４
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

6
2
) 

五
畿
内
［
都
の
国
全
体
］ 

G
oquinay [todo reyno de M

eaco] 
 

【
史
料
４
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

6
3
) 

都
が
あ
る
山
城
国
全
体 

todo o R
eino de Iam

axiro, onde esta o M
iáco 

  

両
書
翰
と
も
日
本
語
表
記
が
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
フ
ロ
イ
ス
自
筆
書
翰
の
体
裁
に
近
い
か
は
判
断

し
に
く
い
。
そ
れ
以
上
に
、
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
都
」
の
意
味
が
異
な
る
こ
と
で

あ
る
。
【
史
料
４
ａ
】
の
「
都
」
は
五
畿
内
全
体
を
、
【
史
料
４
ｂ
】
は
い
わ
ゆ
る
京
都
を
指
し
て
い
る
。

実
際
宣
教
師
は
「
都
」
を
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
意
味
で
使
っ
て
い
た
。
例
え
ば
前
者
は
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー

ノ
の
設
置
し
た
三
教
区
制
が
そ
う
で
、
こ
の
「
都
」
は
畿
内
諸
国
を
指
し
て
い
る
。
一
方
後
者
は
書
翰
の

発
信
地
で
「
都
発
」
と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
五
畿
内
で
は
他
に
堺
発
、
飯
盛
発
書
翰
な
ど
が
あ
り
、

「
都
」
が
五
畿
内
を
指
す
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
発
信
地
の
区
別
は
い
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
の



よ
う
な
使
い
分
け
が
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。 

  
 
 

４ 

そ
の
他 

 

Ｌ 

見
物
（
表N

o
.29

, 50

） 
 

「
見
物
」
と
い
う
語
句
は
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
だ
け
に
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
両
書
翰
の
表
現
が
表N

o.29,
 50

と
も
に
異
な
っ
て
い
る
。
表N

o.29

は
、
フ
ロ
イ
ス
が
初
め
て
織
田
信
長
を
訪
問
し
た
時
の
記
事
の
中
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
訪
問
で
は
信
長
謁
見
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
訪
問
時
に
は
多
く
の
群
衆
が
集
ま
っ
た
。

そ
の
群
衆
を
説
明
す
る
箇
所
に
「
見
物
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
５
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

6
4
) 

私
に
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
見
物
［
感
嘆
し
て
な
が
め
る
こ
と
］
を
す
る
者
た
ち 

a gente que fazia quenbut [o que olhava respicio cum
 adm

irãoe[sic]
(
6
5
)] em

 m
ym

 que parec
ia não ter conto 
 

【
史
料
５
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

6
6
) 

こ
の
光
景
に
大
変
驚
い
て
集
ま
っ
た
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
者
た
ち 

a gente que a este espectaculo m
ui espantada se ajuntou, a qual parerecia[sic]

(
6
7
) não ter co

nto 
  

エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
日
本
語
表
記
が
な
い
が
、
両
書
翰
と
も
同
内
容
の
記
事
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ

う
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
「
見
物
」
と
い
う
日
本
語
表
記
を
避
け
、
表
現
を
変
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
次
の
表N

o.50

は
表
現
も
内
容
も
ま
っ
た
く
異
な
る
。
表N

o.50

は
、
和
田
惟
政
が
宣
教
師
を
庇

護
し
た
ア
ン
タ
ン
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
示
し
た
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
ア
ン

タ
ン
に
対
す
る
御
礼
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
は
そ
の
時
の
惟
政
と
フ
ロ
イ
ス
と

の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
６
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

6
8
) 

二
、
三
日
後
、
（
和
田
惟
政
は
ア
ン
タ
ン
の
）
家
に
や
っ
て
き
て
、
ア
ン
タ
ン
に
対
し
て
、
彼
（
ア

ン
タ
ン
）
が
私
（
フ
ロ
イ
ス
）
を
自
宅
に
迎
え
、
私
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
を
示

し
、
国
王
（
織
田
信
長
）
の
一
〇
〇
〇
箱
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
（
そ
の
時
惟
政
は
）
公
方
様
（
足

利
義
昭
）
や
尾
張
の
国
王
（
信
長
）
と
蹴
鞠
を
す
る
の
で
、
見
物
［
見
る
こ
と
］
し
て
楽
し
む
た
め

一
緒
に
行
く
よ
う
に
言
い
ま
し
た
が
、
私
（
フ
ロ
イ
ス
）
は
熱
が
あ
り
、
扁
桃
炎
を
患
っ
て
い
た
の

で
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
な
ら
ば
（
そ
の
誘
い
に
対
し
て
）
ふ
さ
わ
し
い
返
答
を
す
る
の
で
す
が
。 

&
 day a dous, ou tres dias veo a casa a dar os agradecim

entos a A
ntão de m

e ter em
 sua 

casa, &
 do trabalho que com

igo levava, &
 trouxe lhe m

il caixas de R
ei dizendo m

e que el
le ya iugar a pella com

 o C
ubuçam

a, &
 el R

ei de V
oari que fosse com

 elle pera fazer que
nbut [olhar], &

 m
e desenfadar, não fui por estar com

 febre, &
 m

altratado da esquinencia, 
que agora assi dignam

ente m
e acode. 

 



【
史
料
６
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

6
9
) 

二
、
三
日
後
、
彼
（
和
田
惟
政
）
は
こ
こ
（
ア
ン
タ
ン
の
）
家
に
や
っ
て
き
て
、
ア
ン
タ
ン
に
対
し

て
、
彼
（
ア
ン
タ
ン
）
が
私
（
フ
ロ
イ
ス
）
を
自
宅
に
迎
え
、
私
の
た
め
に
尽
力
し
て
く
れ
た
こ
と

に
感
謝
を
示
し
、
彼
の
施
し
と
同
等
の
こ
と
を
行
っ
て
応
え
ま
し
た
。 

&
 dahi a dous ou tres dias veo aqui a casa dar os agradecim

entos a A
ntão de m

e ter em
 s

ua casa, &
 do trabalho que com

igo levava, satisfazendo lhe tam
bem

 por obra com
form

e a 
sua liberalidade. 

  

和
田
惟
政
が
、
ア
ン
タ
ン
に
フ
ロ
イ
ス
を
庇
護
し
た
御
礼
を
す
る
記
述
ま
で
は
両
書
翰
と
も
同
一
で
あ

る
。
し
か
し
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
は
、
そ
の
後
惟
政
が
フ
ロ
イ
ス
を
蹴
鞠
の
見
物
に
誘
う
記
事
が
追
加

さ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
、
こ
の
箇
所
が
省
略
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
【
史
料
５
】
と

併
せ
て
考
え
る
と
、
「
見
物
」
と
い
う
意
味
が
分
か
ら
ず
、
省
略
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

Ｍ 

狂
言
・舞
（
表N

o
.3

3

） 
 

「
狂
言
」
に
つ
い
て
は
両
書
翰
に
見
ら
れ
る
が
、
「
舞
」
は
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
に
の
み
見
ら
れ
る
。
両

書
翰
と
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
表
現
が
異
な
る
の
で
取
り
上
げ
る
。 

 

【
史
料
７
ａ
（
リ
ス
ボ
ア
蔵
）
】(

7
0
) 

当
所
で
夕
食
を
と
り
、
い
つ
も
の
よ
う
に
音
楽
、
狂
言
、
舞
［
踊
り
の
集
団
］
、
肴
、
そ
の
他
こ
う

し
た
祝
祭
に
必
要
な
も
の
が
供
さ
れ
た
。 

jantarã aqui avendo suas acustum
adas m

usicas quioguem
 M

ay [bailas deputaçam
] sacanas 

&
 o m

ais requisito de sem
elhãtes festas: 

 

【
史
料
７
ｂ
（
エ
ヴ
ォ
ラ
版
）
】(

7
1
) 

当
所
で
夕
食
を
と
り
、
い
つ
も
の
よ
う
に
彼
ら
が
狂
言
と
呼
ぶ
舞
踊
や
音
楽
、
ご
馳
走
、
そ
の
他
こ

う
し
た
祝
祭
に
必
要
な
も
の
が
供
さ
れ
た
。 

jantarão aqui avendo seus costum
ados bailos, a que elles cham

ão Q
uiogen, m

usicas, iguari
as, &

 o dem
ais necessario pera sem

elhantes festas 
  

「
舞
」
「
肴
」
が
馴
染
み
の
な
い
語
句
だ
っ
た
の
か
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
【
史
料
７
ｂ
】
の
よ
う

に
省
略
あ
る
い
は
改
変
が
見
ら
れ
る
。 

 

Ｎ 

取
り
合
わ
せ
（
表N

o
.1

2, 4
4

） 
 

和
田
惟
政
が
信
長
と
足
利
義
昭
に
フ
ロ
イ
ス
を
紹
介
す
る
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰

で
は
、
表N

o.12

はdar a conheçer ao N
obunanga

「
信
長
に
紹
介
す
る
」(

7
2
)

、
表N

o.44

はpera lhe diz
er quem

 eu era

「
彼
（
足
利
義
昭
）
に
私
（
フ
ロ
イ
ス
）
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
た
め
」
と
な
っ

て
お
り(

7
3
)

、
両
方
と
も
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部
分
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。 

 

Ｏ 

庭
（表N

o
.2

0

） 
 

二
条
城
普
請
の
記
事
に
見
ら
れ
る
語
句
で
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
はhum

 lugar para passear

と
な
っ
て



い
る(

7
4
)

。
意
味
は
「
散
歩
す
る
た
め
の
場
所
」
と
あ
る
の
で
、
「
庭
」
の
説
明
と
し
て
正
し
い
。
エ
ヴ
ォ
ラ

版
書
翰
で
は
、N

iva

の
意
味
が
分
か
ら
ず
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

Ｐ 

畳
（表N

o
.3

1
） 

 

リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
はTatam

is [colchoes de palha]

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で

はcolchões de palha que ca cham
ão Tátam

i

（
こ
こ
で
は
畳
と
称
す
る
わ
ら
の
マ
ッ
ト
）
と
な
っ
て
お

り(
7
5
)

、
表
記
の
仕
方
が
異
な
る
が
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

Ｑ 

乗
り
物
（表N

o
.3

6

） 
 

リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
はN

orim
ono[palam

quim
]

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
はhu

m
 palam

quim
 a que elles cham

ão N
orim

ono

「
彼
ら
が
乗
り
物
と
呼
ぶ
駕
籠
」
と
な
っ
て
お
り(

7
6)

、
表

記
の
仕
方
が
異
な
る
が
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。 

 

Ｒ 

盃
（No

.3
5

） 
 

フ
ロ
イ
ス
が
足
利
義
昭
を
訪
問
し
た
が
、
義
昭
は
引
見
せ
ず
に
乳
母
が
応
対
し
た
。
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰

で
は
記
述
は
そ
こ
ま
で
だ
が(

7
7
)

、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
は
謁
見
の
際
「
盃
」
を
受
け
た
記
事
が
付
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

Ｓ 

勧
め
（表N

o
.46

） 
 

フ
ロ
イ
ス
が
足
利
義
昭
へ
の
謁
見
が
実
現
し
た
場
面
の
中
で
、
義
昭
が
フ
ロ
イ
ス
に
酒
を
飲
ま
せ
る
よ

う
和
田
惟
政
に
「
勧
め
る
」
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
る
。
両
書
翰
と
も
同
じ
意
味
で
あ
る
が
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版

書
翰
で
は
「
二
度
勧
め
た
（por duas vezes persuadio

）
」
と
あ
る(

7
8
)

。
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
で
は
「
二
度
」

を
書
き
漏
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

Ｔ 

人
夫
（
表N

o
.7

） 
 

エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
はhom

ens

（
人
）
と
な
っ
て
い
る(

7
9
)

。
「
人
夫
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
た

め
、
書
き
換
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

Ｕ 

礼
（表N

o
.2

6
, 3

4

） 
 

N
o.26, 34

と
も
に
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
はvisitar

と
な
っ
て
い
る(

8
0)

。 
 

Ｖ 

両
書
翰
同
文
の
も
の(8

1
) 

 

肴
（
表N

o.10

）
、
尻
切
（
表N

o.21

）
、
屏
風(

8
2
)

（
表N

o.25

）
、
食
籠(

8
3
)

（
表N

o.28

）
、
法
華
経(

8
4
)

（
表N

o.52

）
、
談
合(

8
5
)

（
表N

o.53

）
、
風
気(

8
6
)

（
表N

o.58

） 
 

Ｗ 

エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
で
は
、
リ
ス
ボ
ア
蔵
書
翰
の
説
明
部
分
の
語
句
に
改
変
さ
れ
て
い
る
も
の(8

7
) 

 

肴
（
表N

o.4

）
、
お
か
し
い
こ
と
（
表N

o.27

）
、
気
遣
い
（
表N

o.32

）
、
土
産
（
表N

o.37, 47

）
、

尻
切
（
表N

o.43

）
、
珍
し
い
（
表N

o.49

）(
8
8
)

。 
  



 
 
 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
リ
ス
ボ
ア
国
立
図
書
館
所
蔵
一
五
六
九
年
六
月
一
日
付
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
見
ら
れ
る
日
本

語
表
記
に
注
目
し
、
従
来
引
用
さ
れ
て
き
た
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書
翰
と
の
校
合
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
エ
ヴ

ォ
ラ
版
書
翰
と
は
異
な
り
、
数
多
く
の
日
本
語
表
記
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

フ
ロ
イ
ス
が
書
翰
の
中
で
日
本
語
（
ロ
ー
マ
字
表
記
）
を
多
用
し
、
受
取
手
の
宣
教
師
も
こ
れ
を
理
解
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宛
所
の
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
デ
・
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
は
、
永
禄
七
年
（
一
五
六

四
）
に
来
日
し
て
お
り
、
こ
の
時
は
豊
後
に
滞
在
し
て
い
た
。
日
本
語
も
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ロ
イ
ス
も
遠
慮
な
く
日
本
語
表
記
で
伝
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
日
本
国
内
の
宣
教
師
の
間
で
は
、
あ
る
程
度
日
本
語
に
よ
る
伝
達
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で

き
、
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
習
熟
度
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
語
学
力
を
問
題
視

す
る
向
き
も
あ
る
が
、
本
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
見
解
は
再
考
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
の
日
本
語
表
記
を
見
て
い
く
と
、
布
教
上
重
要
な
政
治
・
宗
教
関
連
語
句
や
、
日
常
生
活
で
必
要
な

語
句
が
目
立
つ
。
と
り
わ
け
前
者
は
、
日
本
で
の
宣
教
活
動
に
お
け
る
重
要
語
句
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
来
日
当
初
か
ら
日
本
の
宗
教
事
情
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日

本
の
国
家
・
権
力
に
も
注
目
し
て
き
た
。
そ
の
把
握
の
た
め
に
、
現
地
語
で
あ
る
日
本
語
習
得
お
よ
び
日

本
語
理
解
を
進
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
目
的
の
も
と
で
習
得
さ
れ
た
日
本
語
に
よ

る
表
記
は
、
宣
教
師
の
国
家
・
権
力
者
認
識
を
検
討
す
る
上
で
の
一
指
標
に
な
る(

8
9
)

と
考
え
て
い
る
。 

 

ま
た
、
宣
教
師
の
日
本
語
表
記
は
当
該
期
の
日
本
史
研
究
に
も
役
立
つ
。
本
文
で
も
取
り
上
げ
た
が
、

和
田
惟
政
の
「
副
王
、
総
督
」
の
解
釈
は
そ
の
顕
著
な
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
エ
ヴ
ォ
ラ
版
書

翰
の
み
で
の
議
論
で
あ
っ
た
た
め
、
「
副
王
、
総
督
」
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
て
き
た
が
、
リ
ス

ボ
ア
蔵
書
翰
に
よ
っ
て
「
守
護
代
」
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

日
本
で
は
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
に
依
存
し
た
研
究
が
続
い
た
が
、
本
章
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
同
史
料
集
で
は
日
本
語
表
記
が
編
纂
過
程
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
史

料
価
値
と
し
て
は
先
学
の
指
摘
通
り
二
次
史
料
に
位
置
す
べ
き
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
利
用
価
値

を
十
分
に
活
か
す
な
ら
ば
、
本
書
翰
の
場
合
リ
ス
ボ
ア
国
立
図
書
館
所
蔵
書
翰
の
方
が
は
る
か
に
史
料
価

値
が
高
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
を
日
本
史
の
一
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
本
章
で
検
証
し
た

よ
う
な
原
文
書
や
他
写
本
の
校
合
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
史
研
究
に
有
益
な
史
料
と

し
て
、
そ
の
価
値
が
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。 

 




